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土庄町告示第５１土庄町告示第５１土庄町告示第５１土庄町告示第５１号号号号     

    

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱    

    

（趣旨）（趣旨）（趣旨）（趣旨）    

第１条第１条第１条第１条    この要綱は、空き家の有効活用と移住及び定住の促進による地域の活性この要綱は、空き家の有効活用と移住及び定住の促進による地域の活性この要綱は、空き家の有効活用と移住及び定住の促進による地域の活性この要綱は、空き家の有効活用と移住及び定住の促進による地域の活性

化を図るため、法人事業者又は個人事業主（以下「事業者」という。）に対し、化を図るため、法人事業者又は個人事業主（以下「事業者」という。）に対し、化を図るため、法人事業者又は個人事業主（以下「事業者」という。）に対し、化を図るため、法人事業者又は個人事業主（以下「事業者」という。）に対し、

事業者が購入した土庄町内の空き家を事業所として改修する費用の助成に関し事業者が購入した土庄町内の空き家を事業所として改修する費用の助成に関し事業者が購入した土庄町内の空き家を事業所として改修する費用の助成に関し事業者が購入した土庄町内の空き家を事業所として改修する費用の助成に関し

必要な事項を定めるものとする。必要な事項を定めるものとする。必要な事項を定めるものとする。必要な事項を定めるものとする。    

（定義）（定義）（定義）（定義）    

第２条第２条第２条第２条    この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるこの要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。ところによる。ところによる。ところによる。    

（１）（１）（１）（１）    空き家空き家空き家空き家    個人が居住を目的として建築個人が居住を目的として建築個人が居住を目的として建築個人が居住を目的として建築し、し、し、し、又は購入したが、現に居住又は購入したが、現に居住又は購入したが、現に居住又は購入したが、現に居住

等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で、土庄町空き家バ等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で、土庄町空き家バ等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で、土庄町空き家バ等をしていない一戸建て専用住宅又は一戸建て併用住宅で、土庄町空き家バ

ンクに登録された住宅をいう。ンクに登録された住宅をいう。ンクに登録された住宅をいう。ンクに登録された住宅をいう。    

（２）（２）（２）（２）    法人事業者法人事業者法人事業者法人事業者    会社法（平成１７年法律第８６号）上の本店（会社法（平成１７年法律第８６号）上の本店（会社法（平成１７年法律第８６号）上の本店（会社法（平成１７年法律第８６号）上の本店（同法同法同法同法の適の適の適の適

用を受けない事業者については、用を受けない事業者については、用を受けない事業者については、用を受けない事業者については、同法同法同法同法上の本店に相当する事業所）が県外に上の本店に相当する事業所）が県外に上の本店に相当する事業所）が県外に上の本店に相当する事業所）が県外に

ある法人をいう。ある法人をいう。ある法人をいう。ある法人をいう。    

（３）（３）（３）（３）    個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主    税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承税務署に個人事業の開業届出書及び所得税の青色申告承

認申請書の提出をしている者をいう。認申請書の提出をしている者をいう。認申請書の提出をしている者をいう。認申請書の提出をしている者をいう。    

（４）（４）（４）（４）    移住者移住者移住者移住者    土庄町に土庄町に土庄町に土庄町に一定期間居住する意思を持ち、土庄町一定期間居住する意思を持ち、土庄町一定期間居住する意思を持ち、土庄町一定期間居住する意思を持ち、土庄町のののの住民住民住民住民基本台基本台基本台基本台

帳に記録帳に記録帳に記録帳に記録のある者で、住民票を移す直前に、連続して３年以上香川県外に在のある者で、住民票を移す直前に、連続して３年以上香川県外に在のある者で、住民票を移す直前に、連続して３年以上香川県外に在のある者で、住民票を移す直前に、連続して３年以上香川県外に在

住していた住していた住していた住していたものをいものをいものをいものをいう。う。う。う。    

（５）（５）（５）（５）    テレワークテレワークテレワークテレワーク    在宅勤務、モバイルワークなど、在宅勤務、モバイルワークなど、在宅勤務、モバイルワークなど、在宅勤務、モバイルワークなど、ICTICTICTICT（情報通信技術）を（情報通信技術）を（情報通信技術）を（情報通信技術）を

利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方をいう。    

（補助対象者）（補助対象者）（補助対象者）（補助対象者）    

第３条第３条第３条第３条    補助金の交付を受けることができる補助金の交付を受けることができる補助金の交付を受けることができる補助金の交付を受けることができる事業事業事業事業者者者者((((以下「補助対象者」とい以下「補助対象者」とい以下「補助対象者」とい以下「補助対象者」とい

う。う。う。う。))))は、次に掲げる要件をは、次に掲げる要件をは、次に掲げる要件をは、次に掲げる要件を満たすものとする。満たすものとする。満たすものとする。満たすものとする。    

（１）（１）（１）（１）    購入した空き家（以下「対象物件」という。）を事業所として改修する購入した空き家（以下「対象物件」という。）を事業所として改修する購入した空き家（以下「対象物件」という。）を事業所として改修する購入した空き家（以下「対象物件」という。）を事業所として改修する

こと。こと。こと。こと。    



（２）（２）（２）（２）    対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として３年以上使用す対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として３年以上使用す対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として３年以上使用す対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として３年以上使用す

る予定であるる予定であるる予定であるる予定であること。こと。こと。こと。    

（３）（３）（３）（３）    法人事業者の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者法人事業者の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者法人事業者の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者法人事業者の場合は改修した対象物件で勤務する法人事業者の従業者

のうち１名以上が、個人事業主の場合は個人事業主が香川県に転入して２年のうち１名以上が、個人事業主の場合は個人事業主が香川県に転入して２年のうち１名以上が、個人事業主の場合は個人事業主が香川県に転入して２年のうち１名以上が、個人事業主の場合は個人事業主が香川県に転入して２年

未満の移住者又は移住者となる予定がある者（以下「対象移住者」という。）未満の移住者又は移住者となる予定がある者（以下「対象移住者」という。）未満の移住者又は移住者となる予定がある者（以下「対象移住者」という。）未満の移住者又は移住者となる予定がある者（以下「対象移住者」という。）

であること。であること。であること。であること。    

（４）（４）（４）（４）    改修した対象物件で、間接補助事業者、その従業員又は訪問者等がテ改修した対象物件で、間接補助事業者、その従業員又は訪問者等がテ改修した対象物件で、間接補助事業者、その従業員又は訪問者等がテ改修した対象物件で、間接補助事業者、その従業員又は訪問者等がテ

レワークを行うための環境（机、椅子及びインターネット環境）を整えていレワークを行うための環境（机、椅子及びインターネット環境）を整えていレワークを行うための環境（机、椅子及びインターネット環境）を整えていレワークを行うための環境（机、椅子及びインターネット環境）を整えてい

る又は整える予定であること。る又は整える予定であること。る又は整える予定であること。る又は整える予定であること。    

（（（（５５５５））））    国庫補助金及び他の県補助金等が国庫補助金及び他の県補助金等が国庫補助金及び他の県補助金等が国庫補助金及び他の県補助金等が既に既に既に既に交付されている事業でないこ交付されている事業でないこ交付されている事業でないこ交付されている事業でないこ

と。と。と。と。    

２２２２    前項に規定する前項に規定する前項に規定する前項に規定する事業事業事業事業者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助者のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、補助

対象者となることができない。対象者となることができない。対象者となることができない。対象者となることができない。    

（１）（１）（１）（１）    交付決定より前に補助交付決定より前に補助交付決定より前に補助交付決定より前に補助のののの対象対象対象対象となるとなるとなるとなる事業を実施した事業を実施した事業を実施した事業を実施した事業事業事業事業者。ただし、者。ただし、者。ただし、者。ただし、

第６条第６条第６条第６条第２項第２項第２項第２項の届出を町長に提出したときは、当該提出の日以降にの届出を町長に提出したときは、当該提出の日以降にの届出を町長に提出したときは、当該提出の日以降にの届出を町長に提出したときは、当該提出の日以降に当該事業当該事業当該事業当該事業

にににに着手することができる。着手することができる。着手することができる。着手することができる。    

（２）（２）（２）（２）    風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業（店第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業（店第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業（店第１２２号）第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業（店

舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する接客業務受託営舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する接客業務受託営舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する接客業務受託営舗型性風俗特殊営業に限る。）に係る同条第１３項に規定する接客業務受託営

業に係る事業を行う業に係る事業を行う業に係る事業を行う業に係る事業を行う事業事業事業事業者者者者    

（３）（３）（３）（３）    宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う事業事業事業事業者者者者    

（４）（４）（４）（４）    その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行その他補助金の目的に照らして適当でないと町長が判断する事業を行

うううう事業事業事業事業者者者者    

（補助対象経費）（補助対象経費）（補助対象経費）（補助対象経費）    

第４条第４条第４条第４条    補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に掲げる

経費とする。経費とする。経費とする。経費とする。    

（１）（１）（１）（１）    家屋改修費家屋改修費家屋改修費家屋改修費    家屋の改修に要家屋の改修に要家屋の改修に要家屋の改修に要する経費、耐震診断に要する経費、家財する経費、耐震診断に要する経費、家財する経費、耐震診断に要する経費、家財する経費、耐震診断に要する経費、家財

道具の処分に要する経費道具の処分に要する経費道具の処分に要する経費道具の処分に要する経費及び及び及び及び整備される対象物件と構造上一体となってい整備される対象物件と構造上一体となってい整備される対象物件と構造上一体となってい整備される対象物件と構造上一体となってい

て、通常必要と認められる設備の整備に要する経費て、通常必要と認められる設備の整備に要する経費て、通常必要と認められる設備の整備に要する経費て、通常必要と認められる設備の整備に要する経費    



（２）（２）（２）（２）    通信環境整備費通信環境整備費通信環境整備費通信環境整備費    ＷｉＦｉ環境整備費、電話・通信回線工事費及びセＷｉＦｉ環境整備費、電話・通信回線工事費及びセＷｉＦｉ環境整備費、電話・通信回線工事費及びセＷｉＦｉ環境整備費、電話・通信回線工事費及びセ

キュリティ関連機器等キュリティ関連機器等キュリティ関連機器等キュリティ関連機器等のののの通信設備の導入に係る経費。ただし、月額利用料等通信設備の導入に係る経費。ただし、月額利用料等通信設備の導入に係る経費。ただし、月額利用料等通信設備の導入に係る経費。ただし、月額利用料等

の維持費を除く。の維持費を除く。の維持費を除く。の維持費を除く。    

（補助金の額）（補助金の額）（補助金の額）（補助金の額）    

第５条第５条第５条第５条    補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じた得た額とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じた得た額とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じた得た額とし、補助金の額は、補助対象経費の合計額に２分の１を乗じた得た額とし、

その限度額はその限度額はその限度額はその限度額は４４４４００００００００万万万万円とする。円とする。円とする。円とする。    

２２２２    前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これ前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これ前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これ前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てるものとする。を切り捨てるものとする。を切り捨てるものとする。を切り捨てるものとする。    

（補助金の交付申請）（補助金の交付申請）（補助金の交付申請）（補助金の交付申請）    

第６条第６条第６条第６条    補助金の交付を受けようとする補助金の交付を受けようとする補助金の交付を受けようとする補助金の交付を受けようとする事業者事業者事業者事業者（以下「申請者」という。）は、町（以下「申請者」という。）は、町（以下「申請者」という。）は、町（以下「申請者」という。）は、町

長が別途定める日までに土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付長が別途定める日までに土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付長が別途定める日までに土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付長が別途定める日までに土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付

申請書（申請書（申請書（申請書（様式第１号様式第１号様式第１号様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければなら）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければなら）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければなら）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければなら

ない。ない。ない。ない。    

（１）（１）（１）（１）    事業計画書（別紙１）事業計画書（別紙１）事業計画書（別紙１）事業計画書（別紙１）    

（２）（２）（２）（２）    誓約書（別紙２）誓約書（別紙２）誓約書（別紙２）誓約書（別紙２）    

（３）（３）（３）（３）    法人事業者の場合は法人事業者の場合は法人事業者の場合は法人事業者の場合は登記事項証明書、登記事項証明書、登記事項証明書、登記事項証明書、個人事業主の場合は個人事業の個人事業主の場合は個人事業の個人事業主の場合は個人事業の個人事業主の場合は個人事業の

開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し開業届出書及び所得税の青色申告承認申請書の写し    

（４）（４）（４）（４）    営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合のみ）。ただし、申営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合のみ）。ただし、申営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合のみ）。ただし、申営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合のみ）。ただし、申

請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。    

（５）（５）（５）（５）    対象物件の所有権が確認できる書類対象物件の所有権が確認できる書類対象物件の所有権が確認できる書類対象物件の所有権が確認できる書類    

（６）（６）（６）（６）    対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所と対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所と対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所と対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所と

して使用することが分かる書類して使用することが分かる書類して使用することが分かる書類して使用することが分かる書類    

（７）（７）（７）（７）    対象物件の周辺環境が分かる位置図対象物件の周辺環境が分かる位置図対象物件の周辺環境が分かる位置図対象物件の周辺環境が分かる位置図    

（８）（８）（８）（８）    対象物件の現状写真対象物件の現状写真対象物件の現状写真対象物件の現状写真    

（９）（９）（９）（９）    補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）    

（１０）（１０）（１０）（１０）    対象対象対象対象移住者であることが移住者であることが移住者であることが移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し分かる戸籍謄本等の写し分かる戸籍謄本等の写し分かる戸籍謄本等の写し（（（（法人事業者の場法人事業者の場法人事業者の場法人事業者の場

合合合合にあってはにあってはにあってはにあっては、従業者が、従業者が、従業者が、従業者が対象対象対象対象移住者であることを証明する書類移住者であることを証明する書類移住者であることを証明する書類移住者であることを証明する書類）。）。）。）。ただし、申ただし、申ただし、申ただし、申

請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。請時にない場合は、実績報告書提出時に提出することとする。    

（１１）（１１）（１１）（１１）    前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類    

２２２２    前項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金前項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金前項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金前項の申請に当たり、事業の効率的な実施を図るため、補助金のののの交付決定前交付決定前交付決定前交付決定前

に事業に着手する場合には、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所に事業に着手する場合には、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所に事業に着手する場合には、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所に事業に着手する場合には、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所



整備補助金交付決定前着手届（整備補助金交付決定前着手届（整備補助金交付決定前着手届（整備補助金交付決定前着手届（様式第２号様式第２号様式第２号様式第２号）を町長に提出しなければならな）を町長に提出しなければならな）を町長に提出しなければならな）を町長に提出しなければならな

い。い。い。い。    

（交付の決定）（交付の決定）（交付の決定）（交付の決定）    

第７条第７条第７条第７条    町長は、前条の規定による申請があった町長は、前条の規定による申請があった町長は、前条の規定による申請があった町長は、前条の規定による申請があった場合場合場合場合は、そは、そは、そは、その内容を審査し、補の内容を審査し、補の内容を審査し、補の内容を審査し、補

助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町移住促進・助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町移住促進・助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町移住促進・助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、土庄町移住促進・

空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書（空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書（空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書（空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書（様式第３号様式第３号様式第３号様式第３号）により申請者に）により申請者に）により申請者に）により申請者に

通知する。通知する。通知する。通知する。    

２２２２    町長は、前項の決定に際して、次に掲げる条件を付すものとする。町長は、前項の決定に際して、次に掲げる条件を付すものとする。町長は、前項の決定に際して、次に掲げる条件を付すものとする。町長は、前項の決定に際して、次に掲げる条件を付すものとする。    

（１）（１）（１）（１）    補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

補助事業について、補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規補助事業について、補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規補助事業について、補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規補助事業について、補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規

定する要件を満たしているものとする。ただし、同号中「使用する予定であ定する要件を満たしているものとする。ただし、同号中「使用する予定であ定する要件を満たしているものとする。ただし、同号中「使用する予定であ定する要件を満たしているものとする。ただし、同号中「使用する予定であ

ること」とあるのは、「使用すること」と読み替えるものとする。ること」とあるのは、「使用すること」と読み替えるものとする。ること」とあるのは、「使用すること」と読み替えるものとする。ること」とあるのは、「使用すること」と読み替えるものとする。    

（２）（２）（２）（２）    補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第３号に規定す補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第３号に規定す補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第３号に規定す補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第３号に規定す

る要件を満たしているものとする。ただし、移住者る要件を満たしているものとする。ただし、移住者る要件を満たしているものとする。ただし、移住者る要件を満たしているものとする。ただし、移住者となるとなるとなるとなる予定であった場合予定であった場合予定であった場合予定であった場合

は、移住者となっていることは、移住者となっていることは、移住者となっていることは、移住者となっていることを要件とするを要件とするを要件とするを要件とする。。。。    

（３）（３）（３）（３）    補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第４号に規定す補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第４号に規定す補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第４号に規定す補助事業者は、第１０条の報告までに、第３条第１項第４号に規定す

る要件を満たしているものとする。ただし、テレワークを行うための環境をる要件を満たしているものとする。ただし、テレワークを行うための環境をる要件を満たしているものとする。ただし、テレワークを行うための環境をる要件を満たしているものとする。ただし、テレワークを行うための環境を

整える予定であった場合は、テレワークを行うための環境を整えていること整える予定であった場合は、テレワークを行うための環境を整えていること整える予定であった場合は、テレワークを行うための環境を整えていること整える予定であった場合は、テレワークを行うための環境を整えていること

とする。とする。とする。とする。    

（４）（４）（４）（４）    前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件    

３３３３    町長は、前条の規定による申請があった町長は、前条の規定による申請があった町長は、前条の規定による申請があった町長は、前条の規定による申請があった場合場合場合場合は、その内容を審査し、補助金は、その内容を審査し、補助金は、その内容を審査し、補助金は、その内容を審査し、補助金

を交付すべきでないものと認めたときは、を交付すべきでないものと認めたときは、を交付すべきでないものと認めたときは、を交付すべきでないものと認めたときは、土庄町移住促進・空き家活用型事業土庄町移住促進・空き家活用型事業土庄町移住促進・空き家活用型事業土庄町移住促進・空き家活用型事業

所整備補助金不交付決定通知書所整備補助金不交付決定通知書所整備補助金不交付決定通知書所整備補助金不交付決定通知書（（（（様式第４号様式第４号様式第４号様式第４号）により申請者に通知するものと）により申請者に通知するものと）により申請者に通知するものと）により申請者に通知するものと

する。する。する。する。    

（申請内容の変更）（申請内容の変更）（申請内容の変更）（申請内容の変更）    

第８条第８条第８条第８条    補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、次の各号のい補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、次の各号のい補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、次の各号のい補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた後において、次の各号のい

ずれかに該当するときは、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所整ずれかに該当するときは、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所整ずれかに該当するときは、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所整ずれかに該当するときは、あらかじめ土庄町移住促進・空き家活用型事業所整

備補助金変更承認申請書（備補助金変更承認申請書（備補助金変更承認申請書（備補助金変更承認申請書（様式第５号様式第５号様式第５号様式第５号）に関係書類を添えて、町長に提出し、）に関係書類を添えて、町長に提出し、）に関係書類を添えて、町長に提出し、）に関係書類を添えて、町長に提出し、

その承認を受けなければならない。その承認を受けなければならない。その承認を受けなければならない。その承認を受けなければならない。    

（１）（１）（１）（１）    補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の補助事業の内容を変更するとき。ただし、事業の目的又は主な内容の

変更を伴わない軽微な変更変更を伴わない軽微な変更変更を伴わない軽微な変更変更を伴わない軽微な変更をををを除く。除く。除く。除く。    



（２）（２）（２）（２）    交付交付交付交付のののの決定決定決定決定を受けたを受けたを受けたを受けた額の２０パーセントを超える額を減額するとき。額の２０パーセントを超える額を減額するとき。額の２０パーセントを超える額を減額するとき。額の２０パーセントを超える額を減額するとき。    

（３）（３）（３）（３）    交付交付交付交付の決定を受けた額の決定を受けた額の決定を受けた額の決定を受けた額を増額するとき。を増額するとき。を増額するとき。を増額するとき。    

２２２２    町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付の決定の内容を変

更し、又は条件を付すことができる。更し、又は条件を付すことができる。更し、又は条件を付すことができる。更し、又は条件を付すことができる。    

３３３３    町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場町長は、前項の規定により交付の決定の内容を変更し、又は条件を付した場

合は、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書合は、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書合は、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書合は、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書

（（（（様式第６号様式第６号様式第６号様式第６号）により補助事業者に通知するものとする。）により補助事業者に通知するものとする。）により補助事業者に通知するものとする。）により補助事業者に通知するものとする。    

４４４４    補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、土庄町移住促進・空き補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、土庄町移住促進・空き補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、土庄町移住促進・空き補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、土庄町移住促進・空き

家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書（家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書（家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書（家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書（様式第７号様式第７号様式第７号様式第７号）を町長に提出し、そ）を町長に提出し、そ）を町長に提出し、そ）を町長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。の承認を受けなければならない。の承認を受けなければならない。の承認を受けなければならない。    

（事故報告）（事故報告）（事故報告）（事故報告）    

第９条第９条第９条第９条    補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見

込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに土庄町移住込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに土庄町移住込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに土庄町移住込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに土庄町移住

促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書（促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書（促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書（促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書（様式第８号様式第８号様式第８号様式第８号）を町長に提出）を町長に提出）を町長に提出）を町長に提出

し、その指示を受けなければならない。し、その指示を受けなければならない。し、その指示を受けなければならない。し、その指示を受けなければならない。    

（実績報告）（実績報告）（実績報告）（実績報告）    

第１０条第１０条第１０条第１０条    補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受止の承認を受止の承認を受止の承認を受

けたときを含む。）は、その日から起算して１か月を経過した日又は交付の決定けたときを含む。）は、その日から起算して１か月を経過した日又は交付の決定けたときを含む。）は、その日から起算して１か月を経過した日又は交付の決定けたときを含む。）は、その日から起算して１か月を経過した日又は交付の決定

に係る会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、土庄町移住促進・空き家に係る会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、土庄町移住促進・空き家に係る会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、土庄町移住促進・空き家に係る会計年度の２月末日のいずれか早い日までに、土庄町移住促進・空き家

活用型事業所整備補助金実績報告書（活用型事業所整備補助金実績報告書（活用型事業所整備補助金実績報告書（活用型事業所整備補助金実績報告書（様式第９号様式第９号様式第９号様式第９号）に、次に掲げる書類を添え）に、次に掲げる書類を添え）に、次に掲げる書類を添え）に、次に掲げる書類を添え

て町長に提出しなければならない。て町長に提出しなければならない。て町長に提出しなければならない。て町長に提出しなければならない。    

（１）（１）（１）（１）    事業報告書事業報告書事業報告書事業報告書（別紙３）（別紙３）（別紙３）（別紙３）    

（２）（２）（２）（２）    補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）    

（３）（３）（３）（３）    補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し    

（４）（４）（４）（４）    対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真    

（５）（５）（５）（５）    前各号に掲げるもの前各号に掲げるもの前各号に掲げるもの前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類のほか、町長が必要と認める書類のほか、町長が必要と認める書類のほか、町長が必要と認める書類    

（額の確定等）（額の確定等）（額の確定等）（額の確定等）    

第１１条第１１条第１１条第１１条    町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査を行い、その報町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査を行い、その報町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査を行い、その報町長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査を行い、その報

告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条の承認をし告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条の承認をし告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条の承認をし告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第８条の承認をし

た場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときた場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときた場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときた場合は、その承認した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたとき

は、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整は、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整は、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整は、交付すべき補助金の額を確定し、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整



備補助金の額の確定通知書（備補助金の額の確定通知書（備補助金の額の確定通知書（備補助金の額の確定通知書（様式第１０号様式第１０号様式第１０号様式第１０号）により補助事業者に通知するもの）により補助事業者に通知するもの）により補助事業者に通知するもの）により補助事業者に通知するもの

とする。とする。とする。とする。    

（補助金の支払）（補助金の支払）（補助金の支払）（補助金の支払）    

第１２条第１２条第１２条第１２条    町長町長町長町長は、前条のは、前条のは、前条のは、前条の規定により規定により規定により規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付すべき補助金の額を確定した後に交付すべき補助金の額を確定した後に交付すべき補助金の額を確定した後に、補、補、補、補

助金を助金を助金を助金を支払うものとする。支払うものとする。支払うものとする。支払うものとする。    

２２２２    補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、土庄町移住促進・空補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、土庄町移住促進・空補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、土庄町移住促進・空補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、土庄町移住促進・空

き家活用型事業所整備補助金請求書（き家活用型事業所整備補助金請求書（き家活用型事業所整備補助金請求書（き家活用型事業所整備補助金請求書（様式第１１号様式第１１号様式第１１号様式第１１号）を町長に提出しなければ）を町長に提出しなければ）を町長に提出しなければ）を町長に提出しなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。    

（交付決定の取消し及び補助金の返還）（交付決定の取消し及び補助金の返還）（交付決定の取消し及び補助金の返還）（交付決定の取消し及び補助金の返還）    

第１３条第１３条第１３条第１３条    町長は、第８条第４項の補助事業の廃止の申請があった場合又は次の町長は、第８条第４項の補助事業の廃止の申請があった場合又は次の町長は、第８条第４項の補助事業の廃止の申請があった場合又は次の町長は、第８条第４項の補助事業の廃止の申請があった場合又は次の

各号のいずれかに該当する場合には、第７条の決定の内容（第８条各号のいずれかに該当する場合には、第７条の決定の内容（第８条各号のいずれかに該当する場合には、第７条の決定の内容（第８条各号のいずれかに該当する場合には、第７条の決定の内容（第８条のののの承認をし承認をし承認をし承認をし

た場合は、その承認した内容）の全部た場合は、その承認した内容）の全部た場合は、その承認した内容）の全部た場合は、その承認した内容）の全部又は又は又は又は一部を取り消すことができる。一部を取り消すことができる。一部を取り消すことができる。一部を取り消すことができる。    

（１）（１）（１）（１）    補助事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは補助事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは補助事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは補助事業者が法令、この要綱又はこれらに基づく町長の処分若しくは

指示に違反した場合指示に違反した場合指示に違反した場合指示に違反した場合    

（２）（２）（２）（２）    補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合    

（３）（３）（３）（３）    補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした

場合場合場合場合    

（４）（４）（４）（４）    交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一交付の決定の後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一

部を継続する必要がなくなった場合部を継続する必要がなくなった場合部を継続する必要がなくなった場合部を継続する必要がなくなった場合    

（５）補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規定する要件を満（５）補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規定する要件を満（５）補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規定する要件を満（５）補助事業の完了日から３年間、第３条第１項第２号に規定する要件を満

たさなくなった場合。ただし、同号中「使用する予定であること」とあるのたさなくなった場合。ただし、同号中「使用する予定であること」とあるのたさなくなった場合。ただし、同号中「使用する予定であること」とあるのたさなくなった場合。ただし、同号中「使用する予定であること」とあるの

は、「使用すること」と読み替えるものとする。は、「使用すること」と読み替えるものとする。は、「使用すること」と読み替えるものとする。は、「使用すること」と読み替えるものとする。    

２２２２    町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対

する補助金が交する補助金が交する補助金が交する補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとす付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとす付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとす付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとす

る。る。る。る。    

（財産処分の制限）（財産処分の制限）（財産処分の制限）（財産処分の制限）    

第１４条第１４条第１４条第１４条    補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産

（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格（以下「取得財産等」という。）のうち、取得価格のののの単価又は効用の増加価格が単価又は効用の増加価格が単価又は効用の増加価格が単価又は効用の増加価格が

５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、

交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、、、、又は廃棄しようとするときは、土又は廃棄しようとするときは、土又は廃棄しようとするときは、土又は廃棄しようとするときは、土

庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に係



る承認申請書（る承認申請書（る承認申請書（る承認申請書（様式第１２号様式第１２号様式第１２号様式第１２号）を町長に提出し、その承認を受けなければなら）を町長に提出し、その承認を受けなければなら）を町長に提出し、その承認を受けなければなら）を町長に提出し、その承認を受けなければなら

ない。ない。ない。ない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、こ第１５号）別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、こ第１５号）別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、こ第１５号）別表に定める耐用年数を経過した取得財産等の処分については、こ

の限りの限りの限りの限りでないでないでないでない。。。。    

２２２２    町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認める

場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。場合には、その収入の全部又は一部を納付させることができる。    

３３３３    補助事業者は、取得財産等については、補助事業者は、取得財産等については、補助事業者は、取得財産等については、補助事業者は、取得財産等については、補助補助補助補助事業事業事業事業の完了の完了の完了の完了後においても善良な後においても善良な後においても善良な後においても善良な

る管理者の注意をる管理者の注意をる管理者の注意をる管理者の注意をもってもってもってもって管理するとともに、補助金管理するとともに、補助金管理するとともに、補助金管理するとともに、補助金のののの交付の目的に従ってその交付の目的に従ってその交付の目的に従ってその交付の目的に従ってその

効率的な運営を図らなければならない。効率的な運営を図らなければならない。効率的な運営を図らなければならない。効率的な運営を図らなければならない。    

（補助事業の経理）（補助事業の経理）（補助事業の経理）（補助事業の経理）    

第１５条第１５条第１５条第１５条    補助事業者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に補助事業者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に補助事業者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に補助事業者は、補助事業の経理について当該事業以外の経理と明確に

区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その

会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度

の終了後５年間保存しておかなければならない。の終了後５年間保存しておかなければならない。の終了後５年間保存しておかなければならない。の終了後５年間保存しておかなければならない。    

（その他）（その他）（その他）（その他）    

第１６条第１６条第１６条第１６条    この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。    

附附附附    則則則則    

この要綱はこの要綱はこの要綱はこの要綱は公表の日から施行し公表の日から施行し公表の日から施行し公表の日から施行し、令和３年４月１日から、令和３年４月１日から、令和３年４月１日から、令和３年４月１日から適用適用適用適用する。する。する。する。    

    

附附附附    則則則則    

    このこのこのこの告示告示告示告示は、令和５年４月１日から施行する。は、令和５年４月１日から施行する。は、令和５年４月１日から施行する。は、令和５年４月１日から施行する。    

    

        



様式第１号様式第１号様式第１号様式第１号（第６条関係）（第６条関係）（第６条関係）（第６条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

申請者申請者申請者申請者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付申請書    

    

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の交付を受けたいので、土庄町移住促土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の交付を受けたいので、土庄町移住促土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の交付を受けたいので、土庄町移住促土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の交付を受けたいので、土庄町移住促

進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条の規定に進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条の規定に進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条の規定に進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条の規定によりよりよりより、関係書類を添えて次のと、関係書類を添えて次のと、関係書類を添えて次のと、関係書類を添えて次のと

おり申請しますおり申請しますおり申請しますおり申請します。 

 

１１１１    申請者の概要及び交付申請額申請者の概要及び交付申請額申請者の概要及び交付申請額申請者の概要及び交付申請額    

申申申申

請請請請

者者者者

のののの

概概概概

要要要要    

法人・個人の別法人・個人の別法人・個人の別法人・個人の別    法人事業者法人事業者法人事業者法人事業者    ・・・・    個人事業主個人事業主個人事業主個人事業主    

事業者名事業者名事業者名事業者名        

住所・所在地（本店等）住所・所在地（本店等）住所・所在地（本店等）住所・所在地（本店等）    〒〒〒〒    

代表者の職代表者の職代表者の職代表者の職        

代表者の氏名代表者の氏名代表者の氏名代表者の氏名        

担当者名担当者名担当者名担当者名        

電話番号電話番号電話番号電話番号        

ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号ＦＡＸ番号        

eeee----mailmailmailmail        

交付申請額交付申請額交付申請額交付申請額    千円千円千円千円    

 

２２２２    添付資料添付資料添付資料添付資料    

（１）事業計画書（別紙１）（１）事業計画書（別紙１）（１）事業計画書（別紙１）（１）事業計画書（別紙１）    

（２）誓約書（別紙２）（２）誓約書（別紙２）（２）誓約書（別紙２）（２）誓約書（別紙２）    

（３）法人事業者の場合は（３）法人事業者の場合は（３）法人事業者の場合は（３）法人事業者の場合は登記事項証明書、登記事項証明書、登記事項証明書、登記事項証明書、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得個人事業主の場合は個人事業の開業届出書及び所得

税の青色申告承認申請書の写し税の青色申告承認申請書の写し税の青色申告承認申請書の写し税の青色申告承認申請書の写し    

（４）営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合（４）営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合（４）営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合（４）営業許可証の写し（許認可を必要とする業種の場合のみのみのみのみ）（申請時にない場合は、実績報告）（申請時にない場合は、実績報告）（申請時にない場合は、実績報告）（申請時にない場合は、実績報告

書提出時に提出）書提出時に提出）書提出時に提出）書提出時に提出）    

（５）対象物件の所有権が確認できる書類（５）対象物件の所有権が確認できる書類（５）対象物件の所有権が確認できる書類（５）対象物件の所有権が確認できる書類    

（６）対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として使用することが（６）対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として使用することが（６）対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として使用することが（６）対象物件の図面等、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事業所として使用することが

分かる書類分かる書類分かる書類分かる書類    

（７）対象物件の周辺環境が分かる位置図（７）対象物件の周辺環境が分かる位置図（７）対象物件の周辺環境が分かる位置図（７）対象物件の周辺環境が分かる位置図    

（８）対象物件の現状写真（８）対象物件の現状写真（８）対象物件の現状写真（８）対象物件の現状写真    

（９）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）（９）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）（９）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）（９）補助対象経費の合計額が確認できる書類（内訳を含む。）    

（（（（10101010））））対象対象対象対象移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し移住者であることが分かる戸籍謄本等の写し（（（（法人事業者の場合は、従業者が法人事業者の場合は、従業者が法人事業者の場合は、従業者が法人事業者の場合は、従業者が対象対象対象対象移移移移

住者であることを証明する書類住者であることを証明する書類住者であることを証明する書類住者であることを証明する書類））））（申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出）（申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出）（申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出）（申請時にない場合は、実績報告書提出時に提出）    

（（（（11111111）前各号に掲）前各号に掲）前各号に掲）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類げるもののほか、町長が必要と認める書類げるもののほか、町長が必要と認める書類げるもののほか、町長が必要と認める書類



別紙１別紙１別紙１別紙１    

    

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業計画書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業計画書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業計画書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業計画書    

    

対対対対

象象象象

物物物物

件件件件    

物件の名称物件の名称物件の名称物件の名称        

物件の所在地・住所物件の所在地・住所物件の所在地・住所物件の所在地・住所    

〒〒〒〒    

    

物件の所有者物件の所有者物件の所有者物件の所有者        

整整整整

備備備備

内内内内

容容容容    

工事等の内容工事等の内容工事等の内容工事等の内容    （具体的に）（具体的に）（具体的に）（具体的に）    

工事等の費用工事等の費用工事等の費用工事等の費用    （見積金額）（見積金額）（見積金額）（見積金額）                                                        円円円円    

金金金金

額額額額    

補助対象経費の合計額補助対象経費の合計額補助対象経費の合計額補助対象経費の合計額                                                                                 円円円円    

    

交付申請額交付申請額交付申請額交付申請額    千円千円千円千円    

補助対象経費の内訳補助対象経費の内訳補助対象経費の内訳補助対象経費の内訳    

    

    

対象対象対象対象移住者の移住者の移住者の移住者の    

所属・職・氏名所属・職・氏名所属・職・氏名所属・職・氏名    

（複数の場合は、（複数の場合は、（複数の場合は、（複数の場合は、全て全て全て全ての者について記載）の者について記載）の者について記載）の者について記載）    

対象物件で実施する事業対象物件で実施する事業対象物件で実施する事業対象物件で実施する事業    （事業名）（事業名）（事業名）（事業名）    

（事業の内容）（事業の内容）（事業の内容）（事業の内容）    

※事業の内容は、目標、事業コンセプト、現状分析及※事業の内容は、目標、事業コンセプト、現状分析及※事業の内容は、目標、事業コンセプト、現状分析及※事業の内容は、目標、事業コンセプト、現状分析及

び販売仕入計画等び販売仕入計画等び販売仕入計画等び販売仕入計画等ををををできるだけ具体的にできるだけ具体的にできるだけ具体的にできるだけ具体的に御御御御記載くだ記載くだ記載くだ記載くだ

さい。さい。さい。さい。    

    

    

    

    

    

（テレワークを行うための環境）（テレワークを行うための環境）（テレワークを行うための環境）（テレワークを行うための環境）    

    

    

事業着手予定日事業着手予定日事業着手予定日事業着手予定日                    年年年年        月月月月        日日日日    

事業完了予定日事業完了予定日事業完了予定日事業完了予定日                    年年年年        月月月月        日日日日    

※交付申請額は、補助対象経費の合計額の※交付申請額は、補助対象経費の合計額の※交付申請額は、補助対象経費の合計額の※交付申請額は、補助対象経費の合計額の 1/21/21/21/2。ただし、限度額。ただし、限度額。ただし、限度額。ただし、限度額 4,0004,0004,0004,000 千円。千円未満を切千円。千円未満を切千円。千円未満を切千円。千円未満を切

捨て。捨て。捨て。捨て。         



別紙２別紙２別紙２別紙２    

誓誓誓誓    約約約約    書書書書    

    

当社（個人である場合は私）は、次の事項について誓約します。当社（個人である場合は私）は、次の事項について誓約します。当社（個人である場合は私）は、次の事項について誓約します。当社（個人である場合は私）は、次の事項について誓約します。    

なお、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金に関する報告及び立なお、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金に関する報告及び立なお、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金に関する報告及び立なお、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金に関する報告及び立

入調査について、土庄町から求められた場合には、それに応じるとともに、関入調査について、土庄町から求められた場合には、それに応じるとともに、関入調査について、土庄町から求められた場合には、それに応じるとともに、関入調査について、土庄町から求められた場合には、それに応じるとともに、関

係機関に照会することについて承諾します。係機関に照会することについて承諾します。係機関に照会することについて承諾します。係機関に照会することについて承諾します。    

    

    

１１１１        補助対象外になる者に該当しません。補助対象外になる者に該当しません。補助対象外になる者に該当しません。補助対象外になる者に該当しません。    

２２２２        役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていまに損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていまに損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていまに損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていま

せん。せん。せん。せん。    

３３３３        役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供

与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは

関与していません。関与していません。関与していません。関与していません。    

４４４４        役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非

難されるべき関係を有していません。難されるべき関係を有していません。難されるべき関係を有していません。難されるべき関係を有していません。    

５５５５        補助事業の完了日から３年間、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事補助事業の完了日から３年間、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事補助事業の完了日から３年間、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事補助事業の完了日から３年間、対象物件の延べ床面積の２分の１以上を事

業所として使用します。また、使用できなかった場合には、補助金の全額を業所として使用します。また、使用できなかった場合には、補助金の全額を業所として使用します。また、使用できなかった場合には、補助金の全額を業所として使用します。また、使用できなかった場合には、補助金の全額を

返還します。返還します。返還します。返還します。    

６６６６        交付申請する事業は、国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事交付申請する事業は、国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事交付申請する事業は、国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事交付申請する事業は、国庫補助金及び他の県補助金等が交付されている事

業ではありません。業ではありません。業ではありません。業ではありません。    

７７７７    申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。申請書及び添付書類の内容に偽りはありません。    

    

年年年年            月月月月            日日日日    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

               

事業者名事業者名事業者名事業者名                    

代表者職・氏名代表者職・氏名代表者職・氏名代表者職・氏名                                                                                    

        



様式第２号様式第２号様式第２号様式第２号（第６条関係）（第６条関係）（第６条関係）（第６条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

申請者申請者申請者申請者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

                

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定前着手届年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定前着手届年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定前着手届年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定前着手届    

    

    

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第６条第２項第２項第２項第２項の規定の規定の規定の規定

により、交付決定前に事業に着手したいので、次のとおり届け出ます。により、交付決定前に事業に着手したいので、次のとおり届け出ます。により、交付決定前に事業に着手したいので、次のとおり届け出ます。により、交付決定前に事業に着手したいので、次のとおり届け出ます。    

    なお、本件に係る交付決定がなされなかった場合において、異議は申し立てまなお、本件に係る交付決定がなされなかった場合において、異議は申し立てまなお、本件に係る交付決定がなされなかった場合において、異議は申し立てまなお、本件に係る交付決定がなされなかった場合において、異議は申し立てま

せん。また、当該事業については、着手から補助金せん。また、当該事業については、着手から補助金せん。また、当該事業については、着手から補助金せん。また、当該事業については、着手から補助金のののの交付決定を受ける期間にお交付決定を受ける期間にお交付決定を受ける期間にお交付決定を受ける期間にお

いては、事業計画の変更をいたしません。いては、事業計画の変更をいたしません。いては、事業計画の変更をいたしません。いては、事業計画の変更をいたしません。    

    

    

１１１１    対象物件の所在地・住所対象物件の所在地・住所対象物件の所在地・住所対象物件の所在地・住所    

    

２２２２    事前着手理由事前着手理由事前着手理由事前着手理由    

    

    

３３３３    着手日及び完了予定日着手日及び完了予定日着手日及び完了予定日着手日及び完了予定日    

        着手日着手日着手日着手日                    年年年年        月月月月        日日日日    

        完了予定日完了予定日完了予定日完了予定日            年年年年        月月月月        日日日日    

 

 

  



様式第３号様式第３号様式第３号様式第３号（第７条関係）（第７条関係）（第７条関係）（第７条関係）    

第第第第                    号号号号    

年年年年        月月月月        日日日日    

    

    

（申請者の氏名又は法人にあっては（申請者の氏名又は法人にあっては（申請者の氏名又は法人にあっては（申請者の氏名又は法人にあっては    

事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）        様様様様    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長                        印印印印    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付決定通知書    

    

    

                年年年年        月月月月        日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業

所整備補助金について、次のとおり交付することに決定したので、土庄町移住促所整備補助金について、次のとおり交付することに決定したので、土庄町移住促所整備補助金について、次のとおり交付することに決定したので、土庄町移住促所整備補助金について、次のとおり交付することに決定したので、土庄町移住促

進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第７条

第１項の規定により通知します。第１項の規定により通知します。第１項の規定により通知します。第１項の規定により通知します。    

    

    

    

１１１１    補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、    

        □□□□    申請書に記載されたとおりとする。申請書に記載されたとおりとする。申請書に記載されたとおりとする。申請書に記載されたとおりとする。    

        □□□□    一部修正の上一部修正の上一部修正の上一部修正の上、別紙のとおりとする。、別紙のとおりとする。、別紙のとおりとする。、別紙のとおりとする。    

    

２２２２    補助金の交付決定額は、金補助金の交付決定額は、金補助金の交付決定額は、金補助金の交付決定額は、金                            千円とする。千円とする。千円とする。千円とする。    

    

３３３３    補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。    

  



様式第様式第様式第様式第 4444 号号号号（第７条関係）（第７条関係）（第７条関係）（第７条関係）    

第第第第                    号号号号    

年年年年        月月月月        日日日日    

    

    

（申請者の氏名又は法人にあっては（申請者の氏名又は法人にあっては（申請者の氏名又は法人にあっては（申請者の氏名又は法人にあっては    

事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）        様様様様    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長                        印印印印    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金不交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金不交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金不交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金不交付決定通知書    

    

    

                年年年年        月月月月        日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業日付けで申請のあった土庄町移住促進・空き家活用型事業

所整備補助金について、次のとおり交付しないことを決定したので、土庄町移住所整備補助金について、次のとおり交付しないことを決定したので、土庄町移住所整備補助金について、次のとおり交付しないことを決定したので、土庄町移住所整備補助金について、次のとおり交付しないことを決定したので、土庄町移住

促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第７条第３項促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第７条第３項促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第７条第３項促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第７条第３項のののの規定により通知し規定により通知し規定により通知し規定により通知し

ます。ます。ます。ます。    

    

    

    交付しないことを決定した理由交付しないことを決定した理由交付しないことを決定した理由交付しないことを決定した理由    

  



様式第５号様式第５号様式第５号様式第５号（第８条関係）（第８条関係）（第８条関係）（第８条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

    

補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更承認申請書    

    

    

                年年年年        月月月月        日付け日付け日付け日付け            第第第第        号で交付決定のあった補助事業の一号で交付決定のあった補助事業の一号で交付決定のあった補助事業の一号で交付決定のあった補助事業の一

部を変更する必要があるので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金部を変更する必要があるので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金部を変更する必要があるので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金部を変更する必要があるので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金

交付要綱第８条第１項の規定に交付要綱第８条第１項の規定に交付要綱第８条第１項の規定に交付要綱第８条第１項の規定によりよりよりより、次のとおり申請します。、次のとおり申請します。、次のとおり申請します。、次のとおり申請します。    

    

    

    

１１１１    変更事項及びその内容変更事項及びその内容変更事項及びその内容変更事項及びその内容    

    

２２２２    変更を必要とする理由変更を必要とする理由変更を必要とする理由変更を必要とする理由    

    

３３３３    添付書類添付書類添付書類添付書類    

        変更後の事業計画書及び変更内容が分かる資料変更後の事業計画書及び変更内容が分かる資料変更後の事業計画書及び変更内容が分かる資料変更後の事業計画書及び変更内容が分かる資料    



様式第６号様式第６号様式第６号様式第６号（第８条関係）（第８条関係）（第８条関係）（第８条関係）    

第第第第                    号号号号    

年年年年        月月月月        日日日日    

    

    

（補助事業者の氏名又は法人にあっては（補助事業者の氏名又は法人にあっては（補助事業者の氏名又は法人にあっては（補助事業者の氏名又は法人にあっては    

事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）        様様様様    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長                        印印印印    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金変更交付決定通知書    

    

    

                年年年年        月月月月        日付けで変更承認申請のあった補助事業については、日付けで変更承認申請のあった補助事業については、日付けで変更承認申請のあった補助事業については、日付けで変更承認申請のあった補助事業については、

次のとおり変更次のとおり変更次のとおり変更次のとおり変更をををを承認し、交付することにしたので土庄町移住促進・空き家活承認し、交付することにしたので土庄町移住促進・空き家活承認し、交付することにしたので土庄町移住促進・空き家活承認し、交付することにしたので土庄町移住促進・空き家活

用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条第３項の規用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条第３項の規用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条第３項の規用型事業所整備補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条第３項の規

定に定に定に定によりよりよりより通知します。通知します。通知します。通知します。    

    

    

１１１１    補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、補助金の交付の対象となる補助事業の内容は、    

        □□□□    変更承認申請書に記載されたとおりとする。変更承認申請書に記載されたとおりとする。変更承認申請書に記載されたとおりとする。変更承認申請書に記載されたとおりとする。    

        □□□□    一部修正の上、別紙のとおりとする。一部修正の上、別紙のとおりとする。一部修正の上、別紙のとおりとする。一部修正の上、別紙のとおりとする。    

    

２２２２    補助金の交付決定額は、金補助金の交付決定額は、金補助金の交付決定額は、金補助金の交付決定額は、金                    千円とする。千円とする。千円とする。千円とする。    

（本変更承認前の交付決定額（本変更承認前の交付決定額（本変更承認前の交付決定額（本変更承認前の交付決定額        金金金金                    千円）千円）千円）千円）    

    

３３３３    補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。補助事業者は、交付要綱の規定に従わなければならない。    

        



様式第７号様式第７号様式第７号様式第７号（第８条関係）（第８条関係）（第８条関係）（第８条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

    

補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

年度年度年度年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金廃止承認申請書    

    

    

                            年年年年        月月月月        日付け日付け日付け日付け            第第第第            号で交付決定のあった補助事号で交付決定のあった補助事号で交付決定のあった補助事号で交付決定のあった補助事

業を廃止したいので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱業を廃止したいので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱業を廃止したいので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱業を廃止したいので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱

第８条第４項の規定により、次のとおり申請します。第８条第４項の規定により、次のとおり申請します。第８条第４項の規定により、次のとおり申請します。第８条第４項の規定により、次のとおり申請します。    

    

    

    

１１１１    廃止する事業内容廃止する事業内容廃止する事業内容廃止する事業内容    

    

２２２２    事業を廃止する理由事業を廃止する理由事業を廃止する理由事業を廃止する理由    

    

３３３３    添付書類添付書類添付書類添付書類    

交付決定通知書の写し交付決定通知書の写し交付決定通知書の写し交付決定通知書の写し    

        



様式第８号様式第８号様式第８号様式第８号（第９条関係）（第９条関係）（第９条関係）（第９条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

    

補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事故報告書    

    

    

年年年年        月月月月        日付け日付け日付け日付け            第第第第                号で交付決定のあった補助事業に号で交付決定のあった補助事業に号で交付決定のあった補助事業に号で交付決定のあった補助事業に

ついて、次のとおり事故が発生したので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所ついて、次のとおり事故が発生したので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所ついて、次のとおり事故が発生したので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所ついて、次のとおり事故が発生したので、土庄町移住促進・空き家活用型事業所

整備補助金交付要綱第９条の規定により報告します。整備補助金交付要綱第９条の規定により報告します。整備補助金交付要綱第９条の規定により報告します。整備補助金交付要綱第９条の規定により報告します。    

    

    

    

１１１１    事故の内容及びその原因事故の内容及びその原因事故の内容及びその原因事故の内容及びその原因    

    

２２２２    補助事業の現在の進捗状況補助事業の現在の進捗状況補助事業の現在の進捗状況補助事業の現在の進捗状況    

    

３３３３    現在までに要した経費現在までに要した経費現在までに要した経費現在までに要した経費    

    

４４４４    事故に対してとった措置事故に対してとった措置事故に対してとった措置事故に対してとった措置    

    

５５５５    補助事業の遂行及び完了の予定補助事業の遂行及び完了の予定補助事業の遂行及び完了の予定補助事業の遂行及び完了の予定    

    

        



様式第９号様式第９号様式第９号様式第９号（第１０条関係）（第１０条関係）（第１０条関係）（第１０条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

    

補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金実績報告書    

    

    

年年年年        月月月月        日付け日付け日付け日付け            第第第第            号で交付決定のあった補助事業を次号で交付決定のあった補助事業を次号で交付決定のあった補助事業を次号で交付決定のあった補助事業を次

のとおり完了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、土庄町移住促進・空のとおり完了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、土庄町移住促進・空のとおり完了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、土庄町移住促進・空のとおり完了（廃止・完了せずに年度終了）しましたので、土庄町移住促進・空

き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１０条の規定により関係書類を添えて報き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１０条の規定により関係書類を添えて報き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１０条の規定により関係書類を添えて報き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１０条の規定により関係書類を添えて報

告します。告します。告します。告します。    

    

    

    

１１１１    補助事業の実績補助事業の実績補助事業の実績補助事業の実績    

        別紙のとおり別紙のとおり別紙のとおり別紙のとおり    

    

２２２２    補助金補助金補助金補助金交付決定交付決定交付決定交付決定額額額額                                千円千円千円千円    

    

３３３３    添付資料添付資料添付資料添付資料    

（１）（１）（１）（１）事業報告書（別紙３）事業報告書（別紙３）事業報告書（別紙３）事業報告書（別紙３）    

（２）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）（２）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）（２）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）（２）補助対象経費の合計額の請求書の写し（内訳を含む。）    

（３）補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し（３）補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し（３）補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し（３）補助対象経費の合計額を支払ったことが確認できる書類の写し    

（４）対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真（４）対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真（４）対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真（４）対象物件の完成写真（外観、内観及び修繕箇所）及び購入物品の写真    

（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類（５）前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類  



別紙３別紙３別紙３別紙３    

    

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業報告書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業報告書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業報告書土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金事業報告書    

    

対対対対

象象象象

物物物物

件件件件    

物件の名称物件の名称物件の名称物件の名称        

物件の所在地・住所物件の所在地・住所物件の所在地・住所物件の所在地・住所    

〒〒〒〒    

    

物件の所有者物件の所有者物件の所有者物件の所有者        

整整整整

備備備備

内内内内

容容容容    

工事等の内容工事等の内容工事等の内容工事等の内容    （具体的に）（具体的に）（具体的に）（具体的に）    

工事等の費用工事等の費用工事等の費用工事等の費用    （実績額）（実績額）（実績額）（実績額）                                                        円円円円    

金金金金

額額額額    

補助対象経費の合計額補助対象経費の合計額補助対象経費の合計額補助対象経費の合計額                                                                                円円円円    

    要補助金額要補助金額要補助金額要補助金額    千円千円千円千円    

補助対象経費の内訳補助対象経費の内訳補助対象経費の内訳補助対象経費の内訳        

    

対対対対

象象象象

移移移移

住住住住

者者者者    

所属所属所属所属        

職職職職        

氏名氏名氏名氏名        

土庄町への転入日土庄町への転入日土庄町への転入日土庄町への転入日         

前住所前住所前住所前住所        

対象物件で実施する事業対象物件で実施する事業対象物件で実施する事業対象物件で実施する事業    （事業名）（事業名）（事業名）（事業名）    

（事業の内容）（事業の内容）（事業の内容）（事業の内容）    

    

    

    

（テレワークを行うための環境）（テレワークを行うための環境）（テレワークを行うための環境）（テレワークを行うための環境）    

    

    

事業着手日事業着手日事業着手日事業着手日                    年年年年        月月月月        日日日日    

事業完了日事業完了日事業完了日事業完了日                    年年年年        月月月月        日日日日    

※※※※対象対象対象対象移住者について、移住者について、移住者について、移住者について、対象対象対象対象移住者が複数名の場合は、移住者が複数名の場合は、移住者が複数名の場合は、移住者が複数名の場合は、全て全て全て全ての者についての者についての者についての者について御御御御記載ください。記載ください。記載ください。記載ください。    

        



様式第１０号様式第１０号様式第１０号様式第１０号（第１１条関係）（第１１条関係）（第１１条関係）（第１１条関係）    

第第第第                    号号号号    

年年年年        月月月月        日日日日    

    

    

（補助事業者の氏名又は法人にあっては（補助事業者の氏名又は法人にあっては（補助事業者の氏名又は法人にあっては（補助事業者の氏名又は法人にあっては    

事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）事業者名及び代表者の職・氏名）        様様様様    

    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長                        印印印印    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の額の確定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の額の確定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の額の確定通知書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の額の確定通知書    

    

年年年年        月月月月        日付けで実績報告のあった土庄町移住促進・空き家活用型日付けで実績報告のあった土庄町移住促進・空き家活用型日付けで実績報告のあった土庄町移住促進・空き家活用型日付けで実績報告のあった土庄町移住促進・空き家活用型

事業所整備補助金について、次のとおり補助金額を確定したので、土庄町移住促事業所整備補助金について、次のとおり補助金額を確定したので、土庄町移住促事業所整備補助金について、次のとおり補助金額を確定したので、土庄町移住促事業所整備補助金について、次のとおり補助金額を確定したので、土庄町移住促

進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１１条の進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１１条の進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１１条の進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱第１１条の規定規定規定規定により通知します。により通知します。により通知します。により通知します。    

    

    

補助金確定額補助金確定額補助金確定額補助金確定額                                                    千円千円千円千円    

    

        



様式第１１号様式第１１号様式第１１号様式第１１号（第１２条関係）（第１２条関係）（第１２条関係）（第１２条関係）    

年年年年            月月月月        日日日日    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

    

補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

            年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書年度土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金請求書    

    

年年年年        月月月月        日日日日    付け付け付け付け        第第第第            号により額の確定通知のあった土号により額の確定通知のあった土号により額の確定通知のあった土号により額の確定通知のあった土

庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金について土庄町移住促進・空き家庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金について土庄町移住促進・空き家庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金について土庄町移住促進・空き家庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金について土庄町移住促進・空き家

活用型事業所整備補助金交付要綱第１２条第２項の規定に活用型事業所整備補助金交付要綱第１２条第２項の規定に活用型事業所整備補助金交付要綱第１２条第２項の規定に活用型事業所整備補助金交付要綱第１２条第２項の規定によりよりよりより、次のとおり請求、次のとおり請求、次のとおり請求、次のとおり請求

します。します。します。します。    

    

１１１１    請求額請求額請求額請求額                                                    円円円円    

    

２２２２    振込先振込先振込先振込先    

金融機関名金融機関名金融機関名金融機関名    

銀行・金庫・銀行・金庫・銀行・金庫・銀行・金庫・    

農協・漁協農協・漁協農協・漁協農協・漁協    

本店・支店・本店・支店・本店・支店・本店・支店・    

支所・出張所支所・出張所支所・出張所支所・出張所    

口座種目口座種目口座種目口座種目    

□普通□普通□普通□普通    

□当座□当座□当座□当座    

□その他□その他□その他□その他

((((            ))))    

口座番号口座番号口座番号口座番号                                

口座名義人口座名義人口座名義人口座名義人    

((((フリガナフリガナフリガナフリガナ))))    

    

（注）（注）（注）（注）請求者と受領者が委任により異なる場合は、受領権限についての委任状を添付して請求者と受領者が委任により異なる場合は、受領権限についての委任状を添付して請求者と受領者が委任により異なる場合は、受領権限についての委任状を添付して請求者と受領者が委任により異なる場合は、受領権限についての委任状を添付して        

くださいくださいくださいください。。。。    

【連絡先】【連絡先】【連絡先】【連絡先】    

事業者名：事業者名：事業者名：事業者名：    

責任者職・氏名：責任者職・氏名：責任者職・氏名：責任者職・氏名：    

担当者職・氏名：担当者職・氏名：担当者職・氏名：担当者職・氏名：    

℡℡℡℡：：：：    

メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：メールアドレス：    

    

        



様式第１２号様式第１２号様式第１２号様式第１２号（第１４条関係）（第１４条関係）（第１４条関係）（第１４条関係）    

年年年年            月月月月            日日日日    

    

土庄町長土庄町長土庄町長土庄町長    様様様様    

    

    

補助事業者補助事業者補助事業者補助事業者        住所住所住所住所    

氏名氏名氏名氏名    

（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地（法人にあっては主たる事業所の所在地    

並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）並びに事業者名及び代表者の職・氏名）    

    

    

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産の処分に    

係る承認申請書係る承認申請書係る承認申請書係る承認申請書    

    

    

年年年年        月月月月        日付け日付け日付け日付け            第第第第            号で額の確定通知を受けた土庄町移号で額の確定通知を受けた土庄町移号で額の確定通知を受けた土庄町移号で額の確定通知を受けた土庄町移

住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産を処分したいので、住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産を処分したいので、住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産を処分したいので、住促進・空き家活用型事業所整備補助金の対象となった財産を処分したいので、

土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金土庄町移住促進・空き家活用型事業所整備補助金交付要綱交付要綱交付要綱交付要綱第１４条第１項の規定第１４条第１項の規定第１４条第１項の規定第１４条第１項の規定

により、次のとおり申請します。により、次のとおり申請します。により、次のとおり申請します。により、次のとおり申請します。    

    

    

１１１１    補助事業者名等補助事業者名等補助事業者名等補助事業者名等    

補助事業者名補助事業者名補助事業者名補助事業者名        

所在地・住所所在地・住所所在地・住所所在地・住所        

    

２２２２    処分しようとする財産処分しようとする財産処分しようとする財産処分しようとする財産    

財産の名称財産の名称財産の名称財産の名称        

処分の方法処分の方法処分の方法処分の方法        

処分の時期処分の時期処分の時期処分の時期        

処分の理由処分の理由処分の理由処分の理由        

※「処分の方法」の欄には、目的外使用・譲渡・交換・貸付等の別を記載。※「処分の方法」の欄には、目的外使用・譲渡・交換・貸付等の別を記載。※「処分の方法」の欄には、目的外使用・譲渡・交換・貸付等の別を記載。※「処分の方法」の欄には、目的外使用・譲渡・交換・貸付等の別を記載。    

    

３３３３    相手方相手方相手方相手方    

所在地・住所所在地・住所所在地・住所所在地・住所    法人名・氏名法人名・氏名法人名・氏名法人名・氏名    利用の目的利用の目的利用の目的利用の目的    条件条件条件条件    

                

    


